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警報発表時の対応について 
 

 岐阜地方気象台から、学校が所在する地域、通学する経路の地域、児童生徒の居住する地域に各種警報

が発表された場合または予想される場合の対応は、以下のとおりとしますので、よろしくお願いします。 

 

 状  況 対  応 

翌日の午前中に警報発表が予想さ

れる場合 

・児童生徒の下校までに、翌日の対応について緊急連絡メールでお知

らせします。児童生徒の安全が確保できないと判断した場合は、休

校にすることもあります。 

在宅中に発表された場合 ・自宅待機とします。 

午前６時までに解除された場合 ・平常通り授業を行います。 

・スクールバスは平常運行します。ただし、道路状況等を見て、運行

が危険であると判断し、運休又は時間を遅らせるなど、運行時刻を

変更する場合は緊急連絡メールで連絡します。 

午前６時から午前１１時までに解

除された場合 

・通常日課の場合は、午後から授業を行います。１３：１０までに登

校してください。 

・午前日課の場合は、午前６時を過ぎても警報が解除されないときは

休校とします。 

・登校時のスクールバスの運行はありませんので、保護者送迎をお願

いします。（下校時はスクールバスの運行があります。） 

・給食はありません。 

・送迎が難しい場合、道路の冠水、河川の増水等により登校すること

が危険な場合、交通機関の混乱や停止、自宅の被害が著しい場合等

は、安全を第一に考えて登校するには及びません。（欠席扱いには

なりません。） 

午前１１時までに解除されなかっ

た場合 

・その日は休校とします。 

登校途中に発

表された場合 

スクールバス利用 ・そのまま登校し、学校で待機します。 

保護者送迎 ・速やかに自宅へ戻ってください。 

自力通学 
・そのまま登校し、学校で待機します。自宅が近ければ、自宅へ戻り

ます。 

在校中に発表された場合 

（下校時に発表が予想される場合

を含む） 

・原則として、学校で待機します。 

（安全を確認しながら、児童生徒の引き渡しをお願いすることがあり

ます。） 

・迎えが必要な場合及び下校時刻が変更となる場合は、各家庭に連絡

します。 

※在宅中及び登校中に保護者の判断で、自宅待機をしたり自宅へ戻られたりした場合は、必ず学校に連絡

をしてください。 

※その他 

 （１）各種警報は市町村ごとに発表されるので、テレビ・ラジオ・インターネット等の情報に注意して

ください。 

 （２）警報発表時や発表が予想される場合は、学校からの緊急連絡メールに注意してください。 

 （３）就業体験時等の学校外での対応については、別途連絡をします。 

 （４）警報発表時でなくても、悪天候で自転車等での自力通学が困難と思われる場合は、無理をせず自

宅で待機し、安全が確認でき次第登校するようにお願いします。 


